平成２２年４月～１２月の期間中

次の予防接種を行なったかたに料金を助成します

接種料金助成の対象となる予防接種

①子宮頸がん予防ワクチン　②小児用肺炎球菌ワクチン　③インフルエンザｂ型（ヒブ）ワクチン

安平町では１月から国の基準に合わせて、上の①～③の予防接種を行なった下記年齢層のかたの接種費用の全額費用助成を始めました。

この制度が始まる以前（平成２２年４月～１２月）に予防接種を受けた方で下記の要件に該当する方は費用助成の対象となりますので、すみやかに申請してください。

　なお、助成額は現在町内の医療機関で行なっている接種料金が助成上限額となります。

（１）助成要件

	予防接種名
	助成要件
	助成対象年齢（学年）
	助成上限額

	子宮頸がん

予防ワクチン
	①平成22年4月1日～

12月31日の期間に予防接種を受けたこと
②予防接種を受けた日において安平町の町民であること
	平成２２年度

中学１年生～高校１年生の女子
	１５，０００円

／１回

	小児用肺炎

球菌ワクチン
	
	接種日現在
０歳～４歳の乳幼児
	８，５００円

／１回

	ヒブワクチン
	
	接種日現在
０歳～４歳の乳幼児
	６，５００円

／１回

	ヒブワクチンの接種料金で、すでに半額分の助成を受けた方

昨年、２歳未満のお子さんのヒブワクチンの予防接種はご本人の申請により接種料金の半額を助成していました。申請した人には、残り半額を追加で助成いたします。申請方法については役場から個別にお知らせいたします。


（２）申請に必要なもの

　　○該当する予防接種料金の領収書

　　○接種した日を証明するもの

　　　子宮頸がんワクチンの場合　　　　　・・・予防接種予診票の保護者控え

　　　小児用肺炎球菌・ヒブワクチンの場合・・・母子健康手帳の予防接種記入欄（写し）
　　○助成金振込先口座のわかるもの

　　○印鑑（認め印）

（３）申請先（どちらの庁舎でも受け付けいたします）

　　　安平町役場（追分庁舎）健康福祉課　健康推進グループ

　　　　　　　　（早来庁舎）住民総合相談室

お問い合わせ先･･･健康福祉課　健康推進グループ（電話　２５－４５５６）
